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別紙 

答 申 

 

第１ 当審議会の結論 

富山県教育委員会（以下「実施機関」という。）が、保有個人情報の不存在を理由に行った保有

個人情報非開示決定（平成30年11月８日付け教第280号）は、妥当である。 

 

第２ 本件処分の経過 

１ 開示請求 

審査請求人は、平成30年11月１日付けで、富山県個人情報保護条例（平成15年富山県条

例第１号。以下「条例」という。）第13条第１項の規定により、実施機関に対して次を内容

とする保有個人情報について開示請求を行った。 

2001年３／26頃 呉羽高校の笽島紀代子氏が県教委教職員課の県立学校係加藤敏久氏に持

参して直接手渡したと思われる「申言書」に対して、富山県教委が作成した決裁文書の全て（添

付資料を含む） 

２ 処分及び審査請求 

（１）非開示決定 

実施機関は、平成30年11月８日付けで、当該保有個人情報は不存在であることを理由

として、条例第19条第２項の規定により、保有個人情報の非開示決定（教第280号）を

行い、審査請求人に通知した。 

  （２）審査請求 

審査請求人は、本件非開示決定を不服として、平成31年２月８日付けで、行政不服審

査法（昭和37年法律第160号）第２条の規定により、実施機関に対して審査請求を行っ

た。 

（３）審議会への諮問 

実施機関は、条例第41条の規定により、令和元年６月14日付けで本件審査請求につい

て審議会に諮問を行った。 

 

第３  審査請求の内容 

１ 審査請求の趣旨 

  審査請求の趣旨は、本件処分を取り消し、審査請求人に係る保有個人情報の全部開示を求め

るものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が、審査請求書及び審議会での意見陳述において主張する審査請求の理由は、概

ね次のとおりである。 

  ⑴ 請求した公文書が不存在であるという決定に納得がいかない。これまでにも不存在という

決定が行われたが、これを鵜呑みにすることができない。公務員の世界は文書主義であり、
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「申言書」が存在すればそれに対する決裁文書が当然存在する。そして押印している者がそ

れぞれの責任者であり、「申言書」を保管する責任者、決裁文書の起案者や決裁者などの責

任者は当然存在しているはずである。 

  ⑵ 開示請求した文書には、異常な差別待遇に陥った根拠が記載されているはずである。強制

の異動や赴任先での嫌がらせやいじめがあった。「申言書」をもとにして、私への不利益な

処分がなされたことを決定づけた文書の開示を求めている。 

 

第４ 実施機関の説明 

１ 審査請求人からは、平成 26年８月26日付けで今回と同様の保有個人情報開示請求がされて

おり、平成26年９月９日付けで「不存在のため非開示」の処分をしている。この非開示決定に

ついて異議申立てがあり、富山県個人情報保護審議会から「非開示は妥当」との答申が出てい

る。 

 ２ 「申言書」は学校長が県教育委員会に持参のうえ、教職員課職員に直接手渡し、説明・報告

するための資料として用いたものであり、決裁文書は存在しない。 

３ 審査請求人が何度主張しても、不存在なものは開示できないため、非開示決定となる。 

 

第５ 非開示決定に対する当審議会の判断 

１ 本件処分の妥当性 

以前に、審査請求人は、今回と同様の保有個人情報開示請求に対する非開示処分に対し、処

分を不服として異議申し立てを行った。これについて、当審議会は、平成28年２月23日付で

「当該保有個人情報を不存在として行った非開示決定は妥当である。」と答申しているところ

であり、これを変更すべき新たな根拠など特段の事情も見受けられないことから、本件処分は

妥当である。 

なお、審査請求人は意見陳述において、申言書の内容が人事異動及び不利益な処分等に使用

又は引用された文書についての開示を求めたが、審査請求人が作成した保有個人情報開示請求

書及び審査請求書の記載内容からは、これらの文書を審査請求人の求める文書として特定する

ことは甚だ困難である。 

念のため、当審議会としては、審査請求人の意見陳述にあった人事異動及び不利益な処分等

に係る文書についても確認したが、保存されている関係書類に申言書の内容が使用又は引用さ

れた文書は確認されなかった。 

 ２ 結論 

   以上の理由から、「第１ 当審議会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審議会の開催経過 

   本審議会の開催経過の概要は、別記２のとおりである。 
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別記１ 審議会の開催経過の概要 

年 月 日 内    容 

令和元年 ６月１４日 実施機関から諮問書を受理 

令和元年 ８月 １日 

（第６５回審議会） 

諮問事案の概要説明 

令和元年 ９月 ６日 

（第６６回審議会） 

審議 

令和元年１０月１０日 

（第６７回審議会） 

審査請求人から意見を聴取 

審議 

令和元年１１月１２日 

（第６８回審議会） 

審議 

令和元年１１月２９日 

（第６９回審議会） 

審議 

令和元年１２月１３日 

（第７０回審議会） 

審議 

令和２年 １月 ９日 

 

答申 
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